様式第１号（第７条関係）

[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK9]大東市省エネ住宅応援補助金交付申込書兼請求書

年　　月　　日　　

　（宛先）大東市長

　大東市省エネ住宅応援補助金の交付について、大東市補助金等の交付等に関する条例及び大東市省エネ住宅応援補助金交付要綱第７条第１項の規定により、次のとおり申し込みます。また、補助金の交付の決定を受けた場合は、同条例第１２条第１項の規定により、当該補助金について請求します。

	フリガナ
	
	生年月日
	年　　　月　　　日

	申込者兼
請求者氏名
	
	
	

	住所
	

	電話番号
	

	メールアドレス
	


※　電話番号は日中に連絡が取れる番号を記入してください。
※　大東市：kankyo@city.daito.lg.jp からのメールを受信できるよう設定してください。

１．交付申込額及び請求額（本体価格は、購入時における消費税込みの金額です。）
	[bookmark: _Hlk222313390]１．高効率給湯器
	設置完了日
	年　　　月　　　日

	
	□　①潜熱回収型ガス給湯器（エコジョーズ）　
□　②自然冷媒ヒートポンプ給湯器（エコキュート）
□　③ハイブリッド給湯器

	
	補助金の額
（①本体価格の1/2上限10,000円
②③本体価格の1/2上限30,000円）
	１．　　　　　　　　　円

	２．家庭用燃料電池（エネファーム）
	設置完了日
	年　　　月　　　日

	[bookmark: _Hlk222134254]
	補助金の額（本体価格の1/2上限30,000円）
	２．　　　　　　　　円

	３．ＬＥＤ照明器具（居宅に固定して設置するものに限る。）
	設置完了日
	年　　　月　　　日

	
	補助金の額
[bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK13]（本体価格（10,000円以上のもの）の合計額の1/2上限10,000円）
	３．　　　　　　　　円

	４．断熱窓又は断熱ガラス（居室ごとに外気に接する全ての窓を改修する場合に限る。）
	メーカー名・製品名・居室ごとの平面図は、
別紙明細書に記入してください。

	[bookmark: _Hlk222214158]
	設置完了日
	

	[bookmark: _Hlk222134855]
	改修居室数
	

	[bookmark: _Hlk222214706]
	1居室当たりの補助金の額
（本体価格の合計額の1/2上限20,000円）
	ア．　　　　　　　　円

	[bookmark: _Hlk222214167]
	1居室当たりの補助金の額
（本体価格の合計額の1/2上限20,000円）
	イ．　　　　　　　　円

	
	1居室当たりの補助金の額
（本体価格の合計額の1/2上限20,000円）
	ウ．　　　　　　　　円

	
	補助金の額
	４．（ア～ウの合計額）
 　　　　　　　　　円

	交付申込額及び請求額（１～４の合計額）
	　　　　　　　　　　円


令和８年６月３０日までの申込みは全て同着とみなし、同日時点で予算の範囲を超える申込みがあった場合は、抽選により受付順を決定します。
令和８年７月１日以後の申込みの受付は先着順とし、予算の範囲を超えることとなった日の申込みは全て同着とみなし、抽選により受付順を決定します。
必要に応じて現地確認に伺う場合があります。

３．振込口座（口座名義は申込者と同一名義に限ります。）
	金　融　機　関
	金融機関名
	
	銀行・信用組合
信用金庫・協同組合
	支店

	
	預金種別
	 1 普通（総合口座を含む。）
 2 当座
	口座番号
	

	
	口座名義
	 (ﾌﾘｶﾞﾅ)

	
	
	

	ゆうちょ銀行
	通帳記号
	
	通帳番号
	

	
	店番
	
	預金種目
	 1 普通（総合口座を含む。）
 2 当座
	口座番号
	

	
	口座名義
	 (ﾌﾘｶﾞﾅ)

	
	
	




誓約書

　以下の全ての項目を確認し、□に☑を入れ記名してください。
　誓約していただけない場合は、補助金を交付することができません。
　なお、(2)(3)について、補助金の交付後に虚偽であることが判明した場合は、大東市省エネ住宅応援補助金交付要綱第９条第１項の規定により、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消す場合があります。

	□　私は、本申込書兼請求書の提出に伴い、以下の全ての事項について確認し、誓約します。　氏名　　　　　　　　　　　　



	(1) 大東市が住民基本台帳情報、市税の納税情報等の公簿で確認できない情報がある場合は、求めに応じて関係書類の提出を行います。
(2) 大東市が必要と認める場合は、補助対象設備の設置場所を現地確認することに同意します。
(3) 補助金の交付後、本申込書兼請求書の記載事項について虚偽であることが判明した場合又は補助金の交付要件に該当しないことが判明した場合には、補助金を返還します。
(4)　本補助金に関し大東市が実施するアンケートに協力できること。
(5) 私は、大東市暴力団排除条例（平成２５年条例第５号）第２条に規定する暴力団員又は暴力団密接関係者に該当する者ではありません。



[bookmark: _GoBack]
